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司
法
試
験
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

新
旧
対
照
条
文

○

司
法
試
験
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

現

行

改

正

前

（
司
法
試
験
の
試
験
科
目
等
）

（
司
法
試
験
の
試
験
科
目
等
）

第
三
条

短
答
式
に
よ
る
筆
記
試
験
は
、
裁
判
官
、
検
察
官
又
は
弁
護
士
と
な
ろ
う

第
三
条

短
答
式
に
よ
る
筆
記
試
験
は
、
裁
判
官
、
検
察
官
又
は
弁
護
士
と
な
ろ
う

と
す
る
者
に
必
要
な
専
門
的
な
法
律
知
識
及
び
法
的
な
推
論
の
能
力
を
有
す
る
か

と
す
る
者
に
必
要
な
専
門
的
な
法
律
知
識
及
び
法
的
な
推
論
の
能
力
を
有
す
る
か

ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
次
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
行
う
。

ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
次
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
行
う
。

一

憲
法

一

公
法
系
科
目
（
憲
法
及
び
行
政
法
に
関
す
る
分
野
の
科
目
を
い
う
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。
）

二

民
法

二

民
事
系
科
目
（
民
法
、
商
法
及
び
民
事
訴
訟
法
に
関
す
る
分
野
の
科
目
を
い

う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

三

刑
法

三

刑
事
系
科
目
（
刑
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
に
関
す
る
分
野
の
科
目
を
い
う
。
次

項
に
お
い
て
同
じ
。
）

２

論
文
式
に
よ
る
筆
記
試
験
は
、
裁
判
官
、
検
察
官
又
は
弁
護
士
と
な
ろ
う
と
す

２

論
文
式
に
よ
る
筆
記
試
験
は
、
裁
判
官
、
検
察
官
又
は
弁
護
士
と
な
ろ
う
と
す

る
者
に
必
要
な
専
門
的
な
学
識
並
び
に
法
的
な
分
析
、
構
成
及
び
論
述
の
能
力
を

る
者
に
必
要
な
専
門
的
な
学
識
並
び
に
法
的
な
分
析
、
構
成
及
び
論
述
の
能
力
を

有
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
次
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て

有
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
次
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て

行
う
。

行
う
。

一

公
法
系
科
目
（
憲
法
及
び
行
政
法
に
関
す
る
分
野
の
科
目
を
い
う
。
）

一

公
法
系
科
目

二

民
事
系
科
目
（
民
法
、
商
法
及
び
民
事
訴
訟
法
に
関
す
る
分
野
の
科
目
を
い

二

民
事
系
科
目
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う
。
）

三

刑
事
系
科
目
（
刑
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
に
関
す
る
分
野
の
科
目
を
い
う
。
）

三

刑
事
系
科
目

四

（
略
）

四

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
司
法
試
験
の
受
験
資
格
等
）

（
司
法
試
験
の
受
験
資
格
等
）

第
四
条

司
法
試
験
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

第
四
条

司
法
試
験
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
期
間
に
お
い
て
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
期
間
に
お
い
て
、
三
回
の
範
囲
内
で
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
司
法
試
験
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
受
験
に
係
る
受
験
資
格

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
司
法
試
験
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
受
験
に
係
る
受
験
資
格

（
同
項
各
号
に
規
定
す
る
法
科
大
学
院
課
程
の
修
了
又
は
司
法
試
験
予
備
試
験
の

（
同
項
各
号
に
規
定
す
る
法
科
大
学
院
課
程
の
修
了
又
は
司
法
試
験
予
備
試
験
の

合
格
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
応
す
る
受
験
期
間
（
前
項

合
格
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
応
す
る
受
験
期
間
（
前
項

各
号
に
定
め
る
期
間
を
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
他
の
受
験
資
格
に
基
づ
い
て
司

各
号
に
定
め
る
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
は
、

法
試
験
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

他
の
受
験
資
格
に
基
づ
い
て
司
法
試
験
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
前
項
の
規

定
に
よ
り
最
後
に
司
法
試
験
を
受
け
た
日
後
の
最
初
の
四
月
一
日
か
ら
二
年
を
経

過
す
る
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
そ
の
受
験
に
係
る
受
験
資
格
に
対
応
す
る
受

験
期
間
が
経
過
し
た
後
で
あ
つ
て
も
、
同
様
と
す
る
。


